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※大学公式WEBサイト
　https://www.u-sacred-heart.ac.jp/about/song-badge/ 
で、グリークラブ合唱による校歌を聴くことができます。同ペー
ジから楽譜もダウンロードできます。

校　章
　中央の二つのハートは、キリストの

みこころ

聖心と聖母マリアのみ心
のシンボルです。左の

いばら

茨に囲まれたハートは人びとを救うため
に苦しまれたキリストの愛を象徴し、右の

つるぎ

剣に貫かれたハート
はキリストとともに救いの

わざ

業に関わられた聖母マリアのみ心を表
しています。
　二つのハートを囲む百合の花は清らかさのシンボルです。
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DEUS「愛といつくしみのあるところに神
います」は、本学のモットーです。
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　聖心女子大学は、マグダレナ・ソフィア・バラが１８０１年にフランスで創立し
た聖心女子学院の教育理念に基づいて、設立された大学である。その教育理念は、
一人一人の人間をかけがえのない存在として愛するキリストの聖心（みこころ）
に学び、自ら求めた学業を修め、その成果をもって社会との関わりを深めること
にある。この精神（「聖

せいしん

心スピリット」）は、世界各地の聖心姉妹校に共通するも
のである。

　本学は、この建学の精神に基づき、
・	高度な学術的・専門的知識の探究を通じ、新たな知の世界を切り拓

ひら

く創造力
と批判力を養い、それにより高められる豊かな教養を備えた人間を育成する。

・	個としての自己を確立し、かつ地球を共有する人類の一員として世界を視
み

、
人々と交わり、そしてこれらの重要な関心事に自ら関わることのできる広い
視野、感受性、柔軟性および実践的な行動力を持つ人間を育成する。

・	社会の急激な変動に対応できる思考力と判断力を持ち、現代のみならず、未
来に向けても自らの考えを自らの言葉で発信できる人間を育成する。

　この目標を実現するために、大学・教職員・学生・卒業生は、一体となって聖
心の教育コミュニティーを形成する。大学および教職員は常に研究・教育水準の
向上に努め、学生および卒業生は、その育まれた資質や成果を、在学時に培われ
た「聖心スピリット」とともに広く社会に還元できるよう、それぞれにおいてそ
の責任と積極性が求められるものである。

※この「聖心女子大学の理念」は、１９９６年、建学の精神を現代社会に有効に機能させ

るため、本学創立５０周年記念事業の一環として作成、確定されたものです。

聖心女子大学の理念

聖心会創立者
聖マグダレナ・ソフィア・バラ

（１７７９〜１８６５）



ii
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“愛といつくしみのあるところに神います”との聖心のモットーは、人生
が日々投げかける挑戦に立ち向かうあなたたちに、新しい意味を与えるこ
とでしょう。揺れ動き、苦しみ、悩んでいる現代の世界には、あなたたち
の惜しみない愛とたゆまぬ奉仕とそして、愛が意味を持つとき全ての事が
可能になるという強い確信が必要とされているのです。

エリザベス . Ｔ . ブリット　r. s. c. j.
（１８９７〜１９６７）

※r. s. c. j. は Religeuse du Sacre Coeur de Jesus（聖心会修道女）

（表紙：初代学長自筆の手紙）

初代学長から学生へのメッセージ
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　「マーテル・アドミラビリス」と名づけられた聖母マリアの絵の
原画は、ローマ市内のスペイン広場にあるトリニタ・ディ・モンティ
の修道院の壁画で、１９世紀半ば頃、一修道女によって描かれたも
のです。この聖母像は、学院の創立者、聖マグダレナ・ソフィア・
バラが目指した女性の理想像を表すものとして親しまれてきまし
た。

　１８０１年、フランスのアミアン市に最初の聖心女子学院が創立さ
れて以来、いまや世界各国に広がっている聖心女子学院のどの姉妹
校を訪れても、必ずこの聖画を見ることができ、その創立者の教育
理念の精神を伝えています。

　この絵は、「希望」のある未来を示すあけぼのを背景に、ふと手
仕事をやめて、心を神に捧げる若き聖母マリアの姿です。バスケッ
トの上に伏せられた読みかけの本によって示される「学問」への関
心、手にする糸紡ぎ機に表される労働の貴さ・・・ここに祈り、考え、
働くという基本的な人間の生きる姿勢が描かれています。また傍ら
に咲くユリの花は「清純」の徳を表します。神を信頼して生きた聖
母マリアのように、命をはぐくみ、大切にし、神と人への愛にこた
えていく女性の品位と使命を象徴しています。

マーテル・アドミラビリス（感ずべき御母）
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　本学の教育理念である「一人一人の人間をかけがえのない存在として愛するキ
リストの聖心（みこころ）」に基づき、少人数制の大学が持ちうるアットホーム
な環境という利点を最大限に生かし、一人ひとりの学生の個性と状況に応じたき
め細かな学生支援を行うことを基本とする。 
　学生が安心して学修に専念し、充実した学生生活を送ることができるように手
厚い支援体制を構築し、学生の自主性を尊重しながら、学生が自立した判断力と
自分の意見を発信する力を身につけ、他者と協力して社会に貢献し、自らの生き
方を確立していくことができるように支援を進める。 
 
○修学支援の方針 
１．‌�学生が主体的に自らの学修計画を立案し実行できるように支援体制を整備す
る。 

２．‌�障がいのある学生への支援体制を整備する。 
３．‌�経済的支援を必要とする学生が安心して学修に専念できるように支援体制を
整備する。 

４．‌�留年、休学、退学に結びつきやすい学生の単位不足や欠席の多さ等の兆候を
早期に発見し、適切に対応しうる体制を整備する。 

５．‌�留学制度・海外語学研修制度等を充実させ、学生が広く国際的視野を培える
ように支援体制を整備する。 

６．‌�個々の学生の学修状況を把握し、１年次センター、各学科・専攻において面
談を行うなど適切な修学指導体制を整備する。 

 
○生活支援の方針 
１．‌�学生が安心して学修に専念できるように学内の安全を確保するとともに、充
実した学生生活を送ることができるように生活環境と学修環境を整備する。 

２．‌�学生が心身の健康を維持・増進できるように、一人ひとりに対応する指導相
談機能を充実させ、個人としての自立を支援する。 

３．‌�さまざまなボランティア活動やクラブ活動・委員会活動を通して、人間性と
社会性を培う機会と場所を積極的に提供する。 

聖心女子大学の学生支援方針
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４．‌�学内におけるハラスメント防止と人権問題に対する意識を高めるための支援
体制を整備する。 

５．‌�学寮生の自立ある生活環境・学修環境を整備・支援するとともに、留学生と
の交流を深めグローバルマインドを醸成する。 

 
○キャリア支援の方針 
１．‌�女性が自らの生き方を見出し、自らの人生を切り開いていける力を身につけ
ることができるように支援体制を整備する。 

２．‌�一人ひとりの適性、能力、希望に合わせた個別のキャリア相談の充実と向上
を図るよう支援体制を整備する。 

３．‌�１年次生から大学院学生まで、各学年において多様なキャリアガイダンス・
キャリア講座等を設けて、一人ひとりが適切な進路を選択できるように支援
体制を整備する。 

４．‌�女性が積極的に社会に参加し有意義な社会貢献ができるよう、国内外のさま
ざまな社会貢献・国際貢献の機会と場所を提供し、経験に根ざした豊かな人
間性と共生の精神を培う支援を行う。 
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コピー機を使用したい 学生生活課 63

あ

か

学外からの呼び出し・問い合わせ
学外からの呼び出しや伝達には原則として応じま
せん。また、電話による掲示内容その他についての
問い合わせにも応じません。

掲示板
学生への連絡事項はSophieで連絡します。
毎日必ずSophieの掲示板を確認してください。

こんな時 ここへ 参照頁

災害（地震・火災等）が発生した（またはその恐れがある）  7・57
在留資格・期間について知りたい（外国人留学生） 国際センター 12
住所・電話番号（本人・保証人）が変わった 学生生活課 15
奨学金を受けたい 学生生活課 28
証明書がほしい  20
食堂を利用したい  64
ソーシャルメディアの利用について 学生生活課 43
卒業後の進路（就職・進学等）について相談したい キャリアセンター 12
退学したい 学生生活課 22
大学グッズ・文房具・日用品等を購入したい 宮代ショップ 65
短期留学について知りたい 国際センター 12
通学経路を変更したい 学生生活課 15
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ＴＯＥＦＬテストを受けたい 国際センター 12
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マス・メディアでの活動について相談したい 学生生活課 42
履修について相談したい 教務課 履修要覧
留学したい 国際センター 12
ロッカーを使用したい 学生生活課 65

どこに行けばよいか分からない時は、まず学生生活課へ

※大学からの緊急連絡については、7ページを参照してください。
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学生の基本ルール

ここへ 参照頁

利用ガイド
「学生生活ハンドブック2025」

自動発行機（３号館２階）
教務課ほか　　

　　

　　　　

自動発行機（３号館２階）
学生生活課

学生生活課
財務課

自動発行機（３号館２階）
保健センター

保健センター
学生生活課

修学支援コーディネータールーム
（学生相談室内）
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聖心女子大学における学生生活

　皆さんは聖心女子大学という一つの共同体に属しています。もとより個人の自
由や尊厳は尊重されなければなりませんが、人間が集まるところでは一定のルー
ルのもとに社会生活を送らなければならないように、ここでの学生生活にも適用
されている一定のきまりがあります。この『学生生活ハンドブック 2025』と『履
修要覧 2025』を参照してください。
　以下は、その中でも特に基本的な生活上のルールです。

１．学内での飲食
　飲食をする際は、学生食堂、１号館１階レクリエーションルーム、１年次セン
ター、３号館４階テラス、４号館オープンスペース、BE ＊ hive を利用してくだ
さい。
　各教室（メディア学習支援センターを除く）および宮代ホールロビーは、授業
時間中および課外活動団体使用中を除いて飲食可です。ただし飲食した後のごみ
は所定のごみ箱に捨て、机や椅子を移動した時は、もとに戻してください。

２．喫煙
　構内は全面禁煙です（加熱式たばこ・電子たばこ・その類似品を含む）。

３．飲酒
　構内での飲酒は、一切禁じられています。

４．携帯電話の使用
　携帯電話および携帯端末は、授業中は必ず電源を切り、それ以外でも他人の迷
惑とならぬように使用してください。
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５．電話による問い合わせ・取り次ぎ
　学生への通知、連絡、個人呼び出し等は教学支援システム Sophie によって行
います。電話による掲示内容その他についての問い合わせには応じません。必要
な情報を得るためには自ら掲示を確認するようにしてください。また、外部から
の電話による個人的な取り次ぎ、学生の呼び出し等にも応じません。

６．ゴミの分別・節電等
　ゴミは可燃物、プラスチック、資源（ビン・缶など）、ペットボトルに分別し
て学内の回収箱に捨ててください。分別された資源ゴミ等はリサイクルされま
す。学内の回収箱では対応しないものは、各自持ち帰って処分してください。
　また、日ごろから教室等の節電を心がけるなど、資源利用の無駄を省く努力を
してください。自分が最後に教室等を出るときは必ず電気およびエアコンを消す
ようにしてください。

７．自動車等による通学
　自動車、バイクおよび自転車による通学は原則として認めていません。した
がって、構内（インターナショナルスクール構内を含む）はもとより、大学の周
辺であっても乗り入れをしたり、駐車・駐輪をしたりすることは一切できません。
　ただし、やむを得ない事情のある方は、学生生活課に相談してください。

８．安否確認
　大規模地震などの緊急事態が発生した場合、学生のみなさん全員の安全を確認
する手段として安否確認メールを各自の持つ @u-sacred-heart.ac.jp メールアカウ
ントに送信します。所定の項目に入力し回答ください。

９．学則
　学則、大学院学則には重要事項が記載されています。『履修要覧』、大学公式
WEB サイト http://www.u-sacred-heart.ac.jp/about/gakusoku.html 等で必ず確
認してください。
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授業時間・オフィスアワー

授業時間
　　通常　　　　　　　　　　　　　　　定期試験時

  　

１時 限  
２時 限
昼休み
３時 限
４時 限
５時 限

９：００～１０：４０
１０：５０～１２：３０
１２：３０～１３：３０
１３：３０～１５：１０
１５：２０～１７：００
１７：１０～１８：５０

１時 限  
２時 限
昼休み
３時 限
４時 限
５時 限

９：００～１０：４０
１０：５５～１２：３５
１２：３５～１３：３０
１３：３０～１５：１０
１５：２５～１７：０５
１７：２０～１９：００

学生生活課オフィスアワー（窓口取扱時間）

 

  　

月～金曜日

土曜日

通常

閉室

夏期休暇期間

閉室

閉室

冬期休暇期間

９：００～１１：３０
１２：３０～１６：００

９：００～１１：３０
１２：３０～１７：００

９：００～１２：００

　●日曜・祝日は、原則として窓口取扱はありません。
　●大学行事など特別の事情や、学生の夏期・冬期休暇期間中など、上記オフィ

スアワーは変更されることがあります。オフィスアワーの変更は、そのつ
ど掲示により通知します。

　●各部署オフィスアワーの詳細は、12 ページ「各部署案内」を参照すると
ともに、直接当該部署にて確認してください。部署によりオフィスアワー
が上記と異なりますので注意してください。

学長と話してみませんか？
　学長室はいつでも開いています。ご希望の方は、学長秘書室（管理棟２階）
にご連絡ください。
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教員オフィスアワーについて
（１）教員オフィスアワーとは
　本学では、教員が主として学習状況についての相談に応じる「オフィスアワー」
の時間を設定しています。授業内容に関する質問や、単位修得について、学習の
進め方、履修登録の相談など、学習全般に関する相談をすることができます。広
く学生に対して開かれた時間ですので、有効に活用してください。
　一方で、本学教員は、学生の質問や相談に対して、可能な限りいつでも対応す
るよう努めています。「オフィスアワー」の時間以外でも教員への相談は可能で
すので、不明な点は各学科・専攻研究室に問い合わせてください。

（２）�教員オフィスアワーの活用方法
　教員オフィスアワーを活用する際は、Sophie（ダウンロードセンター）に掲載
されている「専任教員・研究室の連絡先」の時間帯を各自で確認し、教員の個人
研究室を訪問してください。ただし、急用などにより教員がいない場合もありま
すので、各学科研究室を通じて事前に連絡をとることをお勧めします。
　非常勤講師（上記「専任教員・研究室の連絡先」に掲載されていない教員）に
ついては、授業開始前・終了後の時間に教室や各研究室にて質問・相談に応じま
す。
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学生サポート制度

　聖心女子大学では、障がいのある学生が修学における不利益を受けることがな
いよう、「聖心女子大学障がいのある学生の修学支援規程」を定め、学生サポー
ト制度を運用しています。
　学生サポート制度の相談は修学支援コーディネーターが受け付け、申請者とと
もに、合理的配慮に基づく支援を決定していきます。なお、成績や出席、単位修
得について特別な配慮をするものではありません。また、大学に通学できること
を前提とした制度となりますので、ご理解ください。

支援の対象となる学生
　視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱・虚弱、発達障害、精神障害等の障害
により修学に制限を受け、本人が支援を受けることを希望し、かつその必要性を
認めた者

相談事例� （障がいや病状に応じて支援内容は異なります）
身体に障がい等がある場合 精神に障がい等がある場合

・‌�‌�教室で前の席に座らないと聞き取りが難しい
・‌�‌�前の席に座らないと黒板の文字が見えない
・‌�‌�松葉杖を使わないと歩行が難しい
・‌�‌�車椅子を使わないと移動が難しい
・‌�‌�エレベーターでの移動が必要

・‌�‌�緊張しやすく途中退室が必要なときがある
・‌�‌�人前で話すことが苦手
・‌�‌�口頭の指示では理解しづらい
・‌�‌�レポートの提出期限を守るのが難しいことがある
・‌�‌�体調により、電車通学できないことがある

【支援の具体例】
◦‌�座席の指定
◦‌�FM マイクの使用、拡大した資料の配布
◦‌�教職員エレベーターの使用
◦‌�病状の理解� など

【支援の具体例】
◦‌�座席の指定
◦‌� 講義内容の録音許可や、講義内容の資料配付
◦‌�大切な内容は文書による指示
◦‌�病状の理解� など

支援の流れ
①相談
　修学支援コーディネータールーム（学生相談室内）にて、ご相談を受け付けて
います。
②申請
　（１）学生サポート制度申請願
　（２）障害者手帳の写し、または診断書・意見書（本学所定フォーマット）
　以上 2 点を修学支援コーディネーターにご提出ください。
③支援内容の検討・決定・実施
　修学支援コーディネーターによる面談を実施し、病状と希望する支援内容を確
認します。
　その後、学生支援ネットワークの会（教職員で構成された合理的配慮を検討す
る会）にて支援内容を協議します。支援内容について学生との間で合意が得られ
れば、関係者に周知し、支援を要請します。
④フォローアップ
　半期ごとに修学支援コーディネーターとの面談を実施し、状況の確認や支援内
容の見直しを行います。




